
採 用 活 動 支 援 事 業 の ご 案 内
令和８年度戸田市商工会採用活動支援事業助成金

採用動画や採用パンフレットを制作することにより、自社の魅力や職場環境を幅広
く周知することで、採用活動をしやすい外部環境を作るため、採用動画や採用パンフ
レットの制作費について、戸田市商工会採用活動支援事業助成金を支給します。
※動画、パンフレット等：企業概要や業務内容、職場の雰囲気や具体的な仕事の風景、
働く従業員の人柄などの情報を、視覚的に分かりやすく伝えることができる動画やパ
ンフレット

【助成対象者】市内に事業所を有する事業者で、次に掲げる要件を満たす者
１年以上戸田市商工会会員であり、会費を滞納していないこと。

※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象者とはしません。
 受給額にかかわらず過去に本助成金を受給した者
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業及びそれらに類似する業種を営む者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員である者
 その他商工会長が不適当と認める者

【助成対象経費】外注した採用動画又は採用パンフレット（次のいずれにも該当しないものに限る）。

(ｱ) 自社の商品又はサービスを販売又は提供する目的のもの
(ｲ) 動画の時間が1 分未満のもの
(ｳ) 支給対象者の従業員又は役員が出演していないもの
(ｴ) 動画又はパンフレットの内容が法令の規定に抵触するもの又は公序良俗に反するもの
(ｵ) その他商工会長が不適当と認めるもの

【助成金額】
① 助成限度額：１０万円／１事業者
② 助成率：１／２（千円未満切捨）
※他の機関からの助成金等と併用はできません。
※実績報告書提出（領収書添付）後に助成金を支払います。
※採用動画、採用パンフレットの製作費に要する１０万円以上の経費（税込）

【募集期間】
令和８年７月１日（水）～※記入済申請書を窓口提出順・予算額（他助成金と併せ
７５万円（予定））に達し次第終了（FAX・メール不可）

【申請書類】
① 助成金申請書（指定用紙・様式第1 号）
② 事業概要書（指定用紙・様式第２号）
③ 見積書の写し等合計金額が分かる書類

【手続きの流れ】

助成金申請書（指定様式）提出

申請内容の審査

助成金支給決定（又は不支給決定）

事業の実施

実績報告書（指定様式）提出

報告内容の検査

支給額確定・助成金支払い

戸田市商工会
戸田市上戸田1-21-23

TEL441-2617 FAX444-0935

申請様式は商工会HPよりダウンロード
又は窓口で受け取って下さい

商工会HP


